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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に照射する光を出射する光源と、
　前記被検体から発生した戻り光に含まれる蛍光を撮像する蛍光撮像手段と、
該蛍光撮像手段により取得された蛍光に係るデータに基づいて、蛍光画像データを生成す
る蛍光画像生成手段と、
　前記蛍光画像データに基づいて、周囲の領域と比較して蛍光強度が高い関心領域を決定
する関心領域決定手段と、
　前記関心領域の近傍の近傍領域を決定する近傍領域決定手段と、
　前記関心領域における蛍光強度に係る階調と、前記近傍領域における蛍光強度に係る階
調との比に基づいて、修正画像データを生成する画像演算手段と、
が設けられた蛍光内視鏡。
【請求項２】
　前記関心領域決定手段が、
　前記蛍光画像データにおける蛍光強度に係る階調と、
　所定閾値と、
の比較に基づいて前記関心領域を決定する請求項１記載の蛍光内視鏡。
【請求項３】
　前記関心領域決定手段が、前記蛍光画像データにおける蛍光強度に係る階調の空間的な
変化率に基づいて前記関心領域を決定する請求項１記載の蛍光内視鏡。
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【請求項４】
　前記近傍領域決定手段が、前記関心領域の境界から所定距離だけ離れた位置までを近傍
領域と決定する請求項１記載の蛍光内視鏡。
【請求項５】
　前記所定距離が、前記被検体に入射する前記光における入射面に対して交差する方向に
沿って決定される請求項４記載の蛍光内視鏡。
【請求項６】
　前記近傍領域決定手段が、前記関心領域内の所定位置から所定距離だけ離れた位置まで
を近傍領域と決定する請求項１記載の蛍光内視鏡。
【請求項７】
　前記関心領域決定手段には、前記関心領域における蛍光強度に係る階調の代表値を算出
する関心領域代表値算出手段が設けられ、
　前記近傍領域決定手段には、前記近傍領域における蛍光強度に係る階調の代表値を算出
する近傍領域代表値算出手段が設けられ、
　前記画像演算手段が、前記関心領域の代表階調と、前記近傍領域の代表階調との比に基
づいて修正画像データを生成する請求項１記載の蛍光内視鏡。
【請求項８】
　前記修正画像データに基づいて病変部を判定する画像判定手段と、
　前記修正画像データと、前記画像判定手段により判定された病変部および反射光画像デ
ータと、を合わせた合成画像データを生成する画像合成手段と、
　前記合成画像データを表示する画像表示手段と、
が設けられた請求項１から７のいずれかに記載の蛍光内視鏡。
【請求項９】
　前記画像判定手段が、
　前記関心領域の代表階調と前記近傍領域の代表階調との比と、
　所定閾値と、
の比較に基づいて前記病変部を判定する請求項８記載の蛍光内視鏡。
【請求項１０】
　前記関心領域代表値算出手段が、前記被検体に導入された蛍光色素から発せられる蛍光
の蛍光強度に係る階調に基づいて、前記関心領域の代表階調値を算出し、
　前記近傍領域代表値算出手段は、前記被検体から発せられる自家蛍光の強度に係る階調
に基づいて、前記近傍領域の代表階調値を算出する請求項７記載の蛍光内視鏡。
【請求項１１】
　前記戻り光に含まれる反射光を撮像する反射光撮像手段と、
　該反射光撮像手段によって取得された反射光に係るデータに基づいて、反射光画像デー
タを生成する反射光画像生成手段と、
　前記反射光画像データと前記修正画像データとを合成する画像合成手段と、が設けられ
た請求項１から１０のいずれかに記載の蛍光内視鏡。
【請求項１２】
　前記被検体の体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記光源から出射された光を、前記挿入部内を通じて前記挿入部の先端部まで導くとと
もに、前記光を前記被検体に向けて出射させる光伝達手段と、
が設けられた請求項１から１１のいずれかに記載の蛍光内視鏡。
【請求項１３】
　蛍光内視鏡の作動方法であって、
　被検体に向けて光を照射し、前記被検体からの戻り光に含まれる蛍光に係る蛍光画像デ
ータを取得する蛍光画像取得ステップと、
　前記蛍光画像データに基づいて、周囲の領域と比較して蛍光強度が高い関心領域を決定
する関心領域決定ステップと、
　前記関心領域の近傍の近傍領域を決定する近傍領域決定ステップと、
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　前記関心領域における蛍光強度に係る階調と、前記近傍領域における蛍光強度に係る階
調との比に基づいて、修正画像データを生成する演算ステップと、
　前記修正画像データの前記関心領域における蛍光強度に係る階調と前記近傍領域におけ
る蛍光強度に係る階調との比が所定閾値よりも大きいか否かを判定する蛍光内視鏡の作動
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、励起光による蛍光像に基づいて病変部の判定が行える蛍光内視鏡および蛍光
内視鏡の作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、癌等の疾患部へ集積するとともに、励起光により蛍光を発する薬剤を用いて生体
組織の癌等の疾患状態を診断する技術が開発されている。特に、上記薬剤を生体に注入し
た状態で蛍光内視鏡等から励起光を生体に照射することで、蛍光内視鏡等により疾患部に
集積した薬物から発する蛍光を２次元画像として検出し、検出された蛍光像から疾患部を
診断する技術が知られている。
【０００３】
　しかしながら、疾患部が正常部より遠方に位置する場合には、疾患部の薬剤に照射され
る励起光の単位面積当たりの強度が弱くなるため、疾患部の薬剤から発せられる蛍光の強
度が弱くなる。例えば、励起光が円錐状に広がって照射する場合は、励起光の単位面積当
たりの強度は、内視鏡先端部と疾患部との距離のおよそ２乗に反比例する。そのため、遠
方の疾患部から発せられる蛍光と、近傍の正常部から発せられる蛍光との判別が困難にな
っていた。
【０００４】
　そこで、疾患部までの距離と正常部までの距離との違いに影響を受けることなく、疾患
部と正常部との判別を行うことができるさまざまな技術が提案されている（例えば、特許
文献１から３参照。）。
【０００５】
　上述の特許文献１および２においては、共に、被検体から発せられた蛍光に係る蛍光画
像と、参照光が照射された被検体から反射された反射光に係る参照光画像と、に基づいて
被検体における疾患部と正常部との判別を行う技術が開示されている。具体的には、上記
蛍光画像における所定領域の輝度値と、上記参照光画像における対応する領域との比を求
めることにより、上記距離の違いによる影響を低減させて疾患部と正常部との判別を行っ
ている。
【０００６】
　しかしながら、参照光を出射する内視鏡等の先端部と被検体との相対位置関係によって
は、被検体の表面において正反射した反射光が検出されるため、上記参照光画像を用いて
疾患部と正常部との正確な判別を行うことができないという問題があった。つまり、被検
体の表面において正反射した参照光の反射光が検出されると、被検体との距離と関係なく
、正反射が発生した領域の輝度のみが突出する。そのため、上記蛍光画像における輝度値
と、上記参照光画像における輝度値との比を求めた場合、正反射の発生した領域において
のみ比の値が著しく小さくなり、疾患部と正常部の判別ができなくなるという問題があっ
た。
【０００７】
　一方、特許文献３においては、励起光を照射することにより被検体から発せられた２つ
の波長帯域の蛍光を検出し、一の波長帯域に係る蛍光の強度値と他の波長帯域に係る蛍光
の強度値との比に基づいて、被検体における疾患部と正常部との判別を行う技術が開示さ
れている。この場合、被検体から発せられた蛍光のみが検出され、被検体の表面からの反
射光は検出されないため、被検体の表面における正反射の発生の有無に係わらず、疾患部
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と正常部の判別が可能である。
【特許文献１】特開２００１－１３７１７３号公報
【特許文献２】特開２００３－２９０１３０号公報
【特許文献３】特開２００４－０２４３９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献３においては、２つの波長帯域の蛍光を分離して検出する
ために、蛍光観察用の検出器を複数設けるか、複数の励起光カットフィルタを切替可能に
配置する等しなければならず、内視鏡の構成が複雑になるという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、１つの波長帯域の蛍光
を用いて、簡易な構成により被検体との距離の影響を軽減した正常部と病変部の画像を得
ることができる蛍光内視鏡および蛍光内視鏡の作動方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明は、被検体に照射する光を出射する光源と、前記被検体から発生した戻り光に含
まれる蛍光を撮像する蛍光撮像手段と、該蛍光撮像手段により取得された蛍光に係るデー
タに基づいて、蛍光画像データを生成する蛍光画像生成手段と、前記蛍光画像データに基
づいて、周囲の領域と比較して蛍光強度が高い関心領域を決定する関心領域決定手段と、
前記関心領域の近傍の近傍領域を決定する近傍領域決定手段と、前記関心領域における蛍
光強度に係る階調と、前記近傍領域における蛍光強度に係る階調との比に基づいて、修正
画像データを生成する画像演算手段と、が設けられた蛍光内視鏡を提供する。
【００１１】
　本発明によれば、関心領域が関心領域決定手段により決定され、関心領域の近傍が近郷
領域として近傍領域決定手段により決定され、関心領域と近傍領域とにおける蛍光強度の
階調との比に基づいて画像演算手段が修正画像データを生成する。その結果、本発明の蛍
光内視鏡は、１つの波長帯域に係る蛍光を用いて、簡易な構成により被検体との距離の影
響を軽減した正常部と病変部の画像を得ることができる。
【００１２】
　上述のように病変部には蛍光を発する薬剤が集積しやすく、病変部から発せられる蛍光
強度は高いため、関心領域決定手段は、蛍光画像データに基づいて蛍光強度が高い領域を
関心領域として決定することにより、病変部の可能性がある領域を関心領域として決定す
ることができる。近傍領域決定手段は、関心領域決定手段により決定された病変部の可能
性がある関心領域に隣接する近傍領域を、正常部の可能性がある領域として決定すること
ができる。
【００１３】
　画像演算手段は、関心領域における蛍光強度に係る階調と、当該関心領域に隣接する近
傍領域における蛍光強度に係る階調との比に基づくことにより、被検体との距離の影響を
軽減した修正画像データを生成することができる。具体的には、光源および蛍光撮像手段
との距離の差が小さい上記関心領域に係る階調と、上記近傍領域に係る階調との比を演算
により求めることにより、画像演算手段は、光源および蛍光撮像手段との距離が異なる複
数の上記関心領域に係る階調を同時に評価できる修正画像データを生成することができる
。その結果、画像演算手段は、複数の関心領域の中から正常部と病変部を判別することが
できる修正画像データを生成することができる。
【００１４】
　また、画像演算手段は、一つの蛍光画像データにおける関心領域および近傍領域におけ
る蛍光強度に係る階調の比を求めることにより、被検体との距離の影響を軽減した修正画
像データを生成することができる。そのため、本発明の蛍光内視鏡は、１つの波長帯域に
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係る蛍光を用いて、簡易な構成により被検体との距離の影響を軽減した正常部と病変部の
画像を得ることができる。
【００１５】
　光源と、蛍光撮像手段と、蛍光画像生成手段とが設けられているため、本発明の蛍光内
視鏡は、蛍光画像データを取得することができる。
　光源は、被検体に照射する光を出射することができる。蛍光撮像手段は、被検体から発
生した戻り光に含まれる蛍光を撮像することができる。蛍光画像生成手段は、蛍光撮像手
段により取得された蛍光に係るデータに基づいて、蛍光画像データを生成することができ
る。
【００１６】
　上記発明においては、前記関心領域決定手段が、前記蛍光画像データにおける蛍光強度
に係る階調と、所定閾値と、の比較に基づいて前記関心領域を決定することが望ましい。
【００１７】
　本発明によれば、例えば、関心領域決定手段は、上記階調に係る所定閾値と比較して、
蛍光画像データにおける蛍光強度に係る階調が高い領域を病変部の可能性がある関心領域
として決定することができる。
【００１８】
　上記発明においては、前記関心領域決定手段が、前記蛍光画像データにおける蛍光強度
に係る階調の空間的な変化率に基づいて前記関心領域を決定することが望ましい。
【００１９】
　本発明によれば、関心領域決定手段は、例えば、蛍光画像データにおいて、所定のプロ
ファイルに沿って蛍光強度に係る階調の変化率を求めることにより、蛍光強度に係る階調
の空間的な変化率を求めている。蛍光強度に係る階調は正常部と病変部との間で異なるた
め、正常部と病変部との境目では、蛍光強度に係る階調の変化率が高くなる。そのため、
関心領域決定手段は、上記変化率が高くなる場所を求めることにより、蛍光強度に係る階
調が高い領域を関心領域として決定することができる。
【００２０】
　上記発明においては、前記近傍領域決定手段が、前記関心領域の境界から所定距離だけ
離れた位置までを近傍領域と決定することが望ましい。
【００２１】
　本発明によれば、近傍領域決定手段は、関心領域を覆う領域であって、上記所定距離だ
けの厚さを有する領域を近傍領域と決定することができる。そのため、近傍領域決定手段
は、常に関心領域に隣接する領域を近傍領域と決定することができる。
【００２２】
　上記発明においては、前記所定距離が、前記被検体に入射する前記光における入射面に
対して交差する方向に沿って決定されることが望ましい。
【００２３】
　本発明によれば、被検体に入射する光が出射する点から、被検体の表面までの距離が最
も大きく変化するのは上記入射面に沿う方向であるため、所定距離を上記入射面に交差す
る方向に沿って決定することにより、上記被検体までの距離の影響を低減させることがで
きる。特に、上記入射面に対して直交する方向に沿って上記所定距離を決定することで、
上記被検体までの距離の影響を最も低減させることができる。
【００２４】
　上記発明においては前記近傍領域決定手段が、前記関心領域内の所定位置から所定距離
だけ離れた位置までを近傍領域と決定することが望ましい。
【００２５】
　本発明によれば、近傍領域決定手段は、関心領域の境界から、関心領域内の所定位置か
ら所定距離だけ離れた位置までを近傍領域と決定するため、関心領域と隣接した領域を近
傍領域として決定することができる。
　近傍領域決定手段は、関心領域を覆う領域であって、上記所定位置から上記所定距離だ
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け離れた位置を正常部との境界とする近傍領域として決定するため、近傍領域決定手段は
、常に関心領域に隣接する領域を近傍領域と決定することができる。
　また、近傍領域における正常部との境界を、関心領域の所定位置からの距離で決定する
方法は、関心領域との境界からの距離で決定する方法と比較して容易に決定することがで
きる。
【００２６】
　上記発明においては、前記関心領域決定手段には、前記関心領域における蛍光強度に係
る階調の代表値を算出する関心領域代表値算出手段が設けられ、前記近傍領域決定手段に
は、前記近傍領域における蛍光強度に係る階調の代表値を算出する近傍領域代表値算出手
段が設けられ、前記画像演算手段が、前記関心領域の代表階調と、前記近傍領域の代表階
調との比に基づいて修正画像データを生成することが望ましい。
【００２７】
　本発明によれば、関心領域代表値算出手段により算出された関心領域の代表階調と、近
傍領域代表値算出手段により算出された近傍領域の代表階調との比に基づいて、画像演算
手段が修正画像データを生成する。これにより、画像演算手段は、光源および蛍光撮像手
段との距離が異なる複数の上記関心領域の代表階調値を同時に評価できる修正画像データ
を生成することができる。その結果、本発明の蛍光内視鏡は、複数の関心領域の中から正
常部と病変部を判別することができる画像を得ることができる。
【００２８】
　上記発明においては、前記修正画像データに基づいて病変部を判定する画像判定手段と
、前記修正画像データと、前記画像判定手段により判定された病変部および反射光画像デ
ータと、を合わせた合成画像データを生成する画像合成手段と、前記合成画像データを表
示する画像表示手段と、が設けられたことが望ましい。
【００２９】
　本発明によれば、修正画像データと画像判定手段により判定された病変部および反射光
画像データとを基に画像合成手段によって合成画像データが生成され、合成画像データが
画像表示手段に表示される。その結果、本発明の蛍光内視鏡は、１つの波長帯域に係る蛍
光を用いて、簡易な構成により被検体との距離の影響を軽減した正常部と病変部の画像を
得ることができる。
【００３０】
　画像判定手段は、画像演算手段により生成された被検体との距離の影響を軽減した修正
画像データに基づいて病変部を判定するため、被検体との距離の影響を軽減して正常部と
病変部との判別を行うことができる。画像合成手段は、修正画像データと、画像判定手段
により判定された病変部とを合わせることにより、正常部と病変部とを区別した合成画像
データを生成することができる。
　画像表示手段には、合成画像データに基づく合成画像が表示されるため、本発明の内視
鏡の操作者は、画像表示手段に表示された正常部と病変部とが区別された合成画像を視認
することができる。
【００３１】
　上記発明においては、前記画像判定手段が、前記関心領域の代表階調と前記近傍領域の
代表階調との比と、所定閾値と、の比較に基づいて前記病変部を判定することが望ましい
。
【００３２】
　本発明によれば、画像判定手段は、上記所定閾値と比較して、上記関心領域の代表階調
値と上記近傍領域の代表階調値との比が高い領域を病変部として判定することができる。
このように、上記関心領域の代表階調値と上記近傍領域の代表階調値との比を用いて病変
部を判定することにより、画像判定手段は、被検体との距離の影響を軽減して正常部と病
変部との判別を行うことができる。
【００３３】
　上記発明においては、前記関心領域代表値算出手段が、前記被検体に導入された蛍光色
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素から発せられる蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいて、前記関心領域の代表階調値を算
出し、前記近傍領域代表値算出手段は、前記被検体から発せられる自家蛍光の強度に係る
階調に基づいて、前記近傍領域の代表階調値を算出することが望ましい。
【００３４】
　本発明によれば、蛍光色素から発せられる蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいて関心領
域の代表階調値が関心領域代表値算出手段により算出されるとともに、自家蛍光の蛍光強
度に係る階調に基づいて近傍領域の代表階調値が近傍領域代表値算出手段により算出され
る。すなわち、これら関心領域の代表階調値および近傍領域の代表階調値を用いることに
より、被検体との距離の影響を軽減した正常部と病変部の画像を得ることができる。
　関心領域の代表階調値は、上記蛍光色素から発せられた蛍光の蛍光強度に係る階調に基
づいて算出されている。そのため、関心領域代表値算出手段は、病変部との関わりのある
上記蛍光色素から発せられた蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいた代表階調値を、上記蛍
光色素が集積しやすい病変部の可能性がある関心領域の代表値とすることができる。近傍
領域の代表階調値は、上記自家蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいて算出されている。そ
のため、近傍領域代表値算出手段は、自家蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいた代表階調
値を、上記蛍光色素が集積しにくい正常部の可能性がある近傍領域の代表値とすることが
できる。
　よって、本発明の蛍光内視鏡は、被検体との距離の影響を軽減して正常部と病変部との
判別を行うことができる。
【００３５】
　上記発明においては、前記戻り光に含まれる反射光を撮像する反射光撮像手段と、該反
射光撮像手段によって取得された反射光に係るデータに基づいて、反射光画像データを生
成する反射光画像生成手段と、前記反射光画像データと前記修正画像データとを合成する
画像合成手段と、が設けられたことが望ましい。
【００３６】
　本発明によれば、戻り光に含まれる反射光は反射光撮像手段により撮像され、反射光画
像生成手段において反射光画像データが生成される。これら反射光画像データと修正画像
データとが画像合成手段において合成される。その結果、本発明の蛍光内視鏡は、蛍光以
外の反射光に係る反射光画像データと、正常部と病変部との判別が容易な蛍光画像データ
とを合成することができる。
【００３７】
　上記発明においては、前記被検体の体腔内に挿入可能な挿入部と、前記光源から出射さ
れた光を、前記挿入部内を通じて前記挿入部の先端部まで導くとともに、前記光を前記被
検体に向けて出射させる光伝達手段と、が設けられたことが望ましい。
【００３８】
　本発明によれば、被検体の体腔内に挿入される挿入部と、挿入部の先端部から被検体に
向けて光を出射させる光伝達手段とが設けられているため、被検体の体腔における正常部
と病変部との判別を行うことができる。
　光伝達手段は、光源から出射された光を挿入部の先端部まで導くとともに、体腔内に挿
入された挿入部の先端から光を被検体に向けて出射させることができる。そのため、被検
体の体腔に存在する正常部および病変部から蛍光を出射させることができ、当該蛍光の蛍
光強度に基づいて、被検体の体腔における正常部と病変部との判別を行うことができる。
【００３９】
　本発明は、蛍光内視鏡の作動方法であって、被検体に向けて光を照射し、前記被検体か
らの戻り光に含まれる蛍光に係る蛍光画像データを取得する蛍光画像取得ステップと、前
記蛍光画像データに基づいて、周囲の領域と比較して蛍光強度が高い関心領域を決定する
関心領域決定ステップと、前記関心領域の近傍の近傍領域を決定する近傍領域決定ステッ
プと、前記関心領域における蛍光強度に係る階調と、前記近傍領域における蛍光強度に係
る階調との比に基づいて、修正画像データを生成する演算ステップと、前記修正画像デー
タの前記関心領域における蛍光強度に係る階調と前記近傍領域における蛍光強度に係る階
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調との比が所定閾値よりも大きいか否かを判定する蛍光内視鏡の作動方法を提供する。
【００４０】
　本発明によれば、蛍光画像取得ステップにおいて戻り光に含まれる蛍光画像データを取
得し、蛍光画像データに基づいて、関心領域が関心領域決定ステップにおいて決定される
とともに近傍領域が近傍領域決定ステップにおいて決定される。これら関心領域および近
傍領域における蛍光強度に係る階調の比に基づいて、修正画像データが演算ステップにお
いて生成され、修正画像データの関心領域および近傍領域における蛍光強度に係る階調の
比に基づいて、病変部が判定ステップにおいて判定される。その結果、本発明の蛍光測定
方法は、１つの波長帯域に係る蛍光を用いて、簡易な構成により被検体との距離の影響を
軽減した正常部と病変部の画像を得ることができる。
【００４１】
　蛍光画像取得ステップでは、被検体に向けて光を照射し、被検体からの戻り光に含まれ
る蛍光に係る蛍光画像データが取得される。
　取得された蛍光画像データに基づいて、関心領域決定ステップでは、病変部の可能性が
ある関心領域が決定される。上述のように病変部には蛍光を発する薬剤が集積しやすく、
病変部から発せられる蛍光強度は高くなるため、関心領域決定ステップでは、病変部の可
能性のある周囲の領域と比較して蛍光強度が高い領域を関心領域として決定する。近傍領
域決定ステップでは、病変部の可能性がある領域に隣接する正常部の可能性がある近傍領
域が決定される。
【００４２】
　上述のように決定された関心領域における蛍光強度に係る階調と、当該関心領域に隣接
する近傍領域における蛍光強度に係る階調との比に基づくことにより、演算ステップでは
、被検体との距離の影響を軽減した修正画像データが生成される。
　また、演算ステップでは、一つの蛍光画像データにおける関心領域および近傍領域にお
ける蛍光強度に係る階調の比に基づいて、被検体との距離の影響を軽減した修正画像デー
タを生成するため、本発明の蛍光測定方法は、上述の特許文献１および２に開示された技
術のように、１つの波長帯域に係る蛍光を用いて、簡易な構成により被検体との距離の影
響を軽減した正常部と病変部との判別を行うことができる。
【００４３】
　判定ステップでは、演算ステップにより生成された被検体との距離の影響を軽減した修
正画像データに基づいて病変部を判定することができるため、被検体との距離の影響を軽
減して正常部と病変部との判別を行うことができる。例えば、判定ステップでは、上記関
心領域に係る階調と上記近傍領域に係る階調との比の値が、所定閾値よりも大きい場合に
は、上記関心領域を病変部と判定することができる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明の蛍光内視鏡および蛍光内視鏡の作動方法によれば、本発明の蛍光内視鏡は、蛍
光画像の他に参照光画面を用いることなく、被検体との距離の影響を軽減した正常部と病
変部の画像を簡易な構成で得ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態に係る蛍光内視鏡ついて図１から図１８を参照して説明
する。
　図１は、本実施形態に係る蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
　蛍光内視鏡１は、図１に示すように、被検体３の体腔内に挿入される挿入部５と、光源
装置（光源）７と、画像生成装置９と、モニタ（画像表示手段）１１とを備えている。
【００４６】
　挿入部５は、被検体３の体腔内に挿入されるものであって、略円柱状に形成されたもの
である。
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　挿入部５は、外皮チューブ１２と、ライトガイド（光伝達手段）１３と、照明用レンズ
１５と、撮像用レンズ１７と、ダイクロイックプリズム１９と、励起光カットフィルタ２
１と、蛍光撮像部（蛍光撮像手段）２３と、反射光撮像部（反射光撮像手段）２５と、を
備えている。
【００４７】
　外皮チューブ１２は、挿入部５の外周面を構成する円筒状の部材であって、可撓性を有
する素材から形成されたチューブである。外皮チューブ１２の内部には、ライトガイド１
３などが配置されている。
【００４８】
　ライトガイド１３は、光源装置７から出射された励起光および照明光を挿入部５の先端
面２７まで導き、被検体３に向けて出射させるものである。
　ライトガイド１３は、光を導光する複数のファイバの束から構成されたものである。ラ
イトガイド１３は、挿入部５の略全長に渡って延びる略円筒状の形状に形成されている。
ライトガイド１３の内部には、ダイクロイックプリズム１９や励起光カットフィルタ２１
や蛍光撮像部２３や反射光撮像部２５などが配置されている。
【００４９】
　照明用レンズ１５は、ライトガイド１３から出射された励起光および照明光を被検体３
の観察領域全体に向けて拡散させるレンズである。
　照明用レンズ１５は、挿入部５の先端面２７であって、ライトガイド１３の光出射端面
２９と対向する位置に配置されている。照明用レンズ１５はリング板状に形成されるとと
もに、片凹レンズ状に形成されたものである。
【００５０】
　撮像用レンズ１７は、被検体３からの戻り光を蛍光撮像部２３および反射光撮像部２５
に結像させるレンズである。
　撮像用レンズ１７は、挿入部５の先端面２７であって、照明用レンズ１５の内側領域に
配置されている。ここで、戻り光とは、被検体３から挿入部５に向かって伝搬する光を意
味する。戻り光には、被検体３に導入された蛍光色素（薬剤）から発せられた蛍光や、被
検体３自身が発する自家蛍光や、被検体３の表面において反射された照明光である反射光
および励起光などが含まれている。
【００５１】
　ダイクロイックプリズム１９は、戻り光に含まれる反射光を反射光撮像部２５に向けて
反射させるとともに、戻り光に含まれる蛍光や励起光などを蛍光撮像部２３に向けて透過
するものである。
　ダイクロイックプリズム１９は、挿入部５の先端面２７近傍であって、ライトガイド１
３の内側の撮像用レンズ１７と対向する位置に配置されている。また、ダイクロイックプ
リズム１９の反射面は、撮像用レンズ１７の光軸に対して約４５°の傾きを有するように
配置されている。上記反射面は、ダイクロイックプリズム１９に入射した戻り光に含まれ
る反射光のみを反射し、他の光を透過させるものである。ダイクロイックプリズム１９に
おいて反射される反射光は、被検体３の表面において反射された照明光（白色光）である
。なお、ダイクロイックプリズム１９としては、公知のものを用いることができ、特に限
定するものではない。
【００５２】
　励起光カットフィルタ２１は、ダイクロイックプリズム１９を透過した光に含まれる蛍
光のみを蛍光撮像部２３に入射させるものである。
　励起光カットフィルタ２１は、撮像用レンズ１７の光軸上であって、ダイクロイックプ
リズム１９と蛍光撮像部２３との間に配置されている。励起光カットフィルタ２１が透過
する蛍光には、上述の蛍光色素から発せられた蛍光と、被検体３自身が発する自家蛍光と
がふくまれている。なお、励起光カットフィルタ２１としては、公知のカットフィルタを
用いることができ、特に限定するものではない。
【００５３】
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　蛍光撮像部２３は、被検体３から発せられた蛍光による像を撮像するものである。
　蛍光撮像部２３は、撮像用レンズ１７の光軸上であって、励起光カットフィルタ２１と
対向する位置に配置されている。蛍光撮像部２３から出力される蛍光に係るデータは、後
述する蛍光画像生成部３７に入力されている。蛍光撮像部２３としては、ＣＣＤ（Ｃｈａ
ｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　
Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの公知の撮像素子が面状に
配置されたもの等を用いることができ、特に限定するものではない。
　なお、蛍光撮像部２３により撮像される蛍光には、蛍光色素から発せられた蛍光と、被
検体３自身が発する自家蛍光とが含まれている。
【００５４】
　反射光撮像部２５は、被検体３の表面において反射された反射光による像を撮像するも
のである。
　反射光撮像部２５は、ダイクロイックプリズム１９により反射された反射光が入射する
位置に配置されている。反射光撮像部２５から出力される反射光に係るデータは、後述す
る反射光画像生成部４９に入力されている。反射光撮像部２５としては、ＣＣＤやＣＭＯ
Ｓなどの公知な撮像素子が面状に配置されたもの等を用いることができ、特に限定するも
のではない。
【００５５】
　光源装置７は、被検体３に照射される励起光および照明光を出射するものである。光源
装置７は、白色光源３１と、光源用レンズ３３と、光学フィルタ３５とを備えている。
【００５６】
　白色光源３１は、蛍光色素および被検体３自身を励起する励起光と、被検体３を照明す
る白色光とを含む光を出射するものである。
　光源用レンズ３３は、白色光源３１から出射された光を略平行な光に変換するとともに
、光をライトガイド１３に入射させるレンズである。
　光学フィルタ３５は、白色光源３１から出射された光のうち、励起光および照明光のみ
を透過させるフィルタである。光学フィルタ３５は、光源用レンズ３３とライトガイド１
３との間に配置されている。
【００５７】
　画像生成装置９は、蛍光撮像部２３が取得した蛍光に係るデータと、反射光撮像部２５
が取得した反射光に係るデータと、に基づいてモニタ１１に画像を表示させる画像データ
を生成するものである。
　画像生成装置９は、蛍光画像生成部（蛍光画像生成手段）３７と、関心領域決定部（関
心領域決定手段、関心領域代表値算出手段）３９と、近傍領域決定部（近傍領域決定手段
、近傍領域代表値算出手段）４１と、画像演算部（画像演算手段）４３と、画像判定部（
画像判定手段）４５と、画像合成部（画像合成手段）４７と、反射光画像生成部（反射光
画像生成手段）４９と、観察距離判定部５１と、を備えている。
【００５８】
　蛍光画像生成部３７は、蛍光撮像部２３が取得した蛍光に係るデータに基づいて、蛍光
画像データを生成するものである。蛍光画像生成部３７には、蛍光撮像部２３から蛍光に
係るデータが入力されている。また、蛍光画像生成部３７からは、生成された蛍光画像デ
ータが関心領域決定部３９に出力されている。
【００５９】
　関心領域決定部３９は、蛍光画像データに基づいて関心領域を決定するものである。関
心領域決定部３９には、蛍光画像生成部３７から蛍光画像データが入力されている。また
、関心領域決定部３９からは、関心領域に係るデータおよび蛍光画像データが近傍領域決
定部４１に出力されている。
【００６０】
　近傍領域決定部４１は、関心領域に隣接する近傍領域を決定するものである。近傍領域
決定部４１には、関心領域決定部３９から関心領域に係るデータおよび蛍光画像データが
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入力されている。また、近傍領域決定部４１からは、近傍領域に係るデータ、関心領域に
係るデータおよび蛍光画像データが画像演算部４３に出力されている。
【００６１】
　画像演算部４３は、関心領域における蛍光強度に係る階調と、近傍領域における蛍光強
度に係る階調との比に基づいて、修正画像データを生成するものである。画像演算部４３
には、近傍領域決定部４１から近傍領域に係るデータ、関心領域に係るデータおよび蛍光
画像データが画像演算部４３に入力されている。また、画像演算部４３からは、画像判定
部４５および画像合成部４７に修正画像データが出力されている。
【００６２】
　画像判定部４５は、修正画像データに基づいて病変部を判定するものである。画像判定
部４５には、画像演算部４３から修正画像データが入力されている。また、画像判定部４
５からは、画像合成部４７に病変部に係るデータが出力されている。
【００６３】
　反射光画像生成部４９は、反射光撮像部２５が取得した反射光に係るデータに基づいて
、反射光画像データを生成するものである。反射光画像生成部４９には、反射光撮像部２
５から反射光に係るデータが入力されている。また、反射光画像生成部４９からは、反射
光画像データが観察距離判定部５１に出力されている。
【００６４】
　観察距離判定部５１は、反射光画像データに基づいて観察距離が、想定された範囲内で
あるかを判定するものである。観察距離判定部５１には、反射光画像生成部４９から反射
光画像データが入力されている。また、観察距離判定部５１からは、画像合成部４７に反
射光画像データおよび観察距離に係るデータが出力されている。
【００６５】
　画像合成部４７は、修正画像データ、判定された病変部および反射光画像データを合わ
せた合成画像データを生成するものである。画像合成部４７には、画像演算部４３から修
正画像データが入力され、画像判定部４５から病変部に係るデータが入力され、観察距離
判定部５１から反射光画像データおよび観察距離に係るデータが入力されている。また、
画像合成部４７からは、モニタ１１に合成画像データが出力されている。
【００６６】
　モニタ１１は、画像生成装置９により生成された合成画像データを、蛍光内視鏡１の操
作者等に対して画像として表示するものである。
【００６７】
　次に、上記の構成からなる蛍光内視鏡１における被検体３の観察および正常部と病変部
との判別について説明する。
　図２は、被検体３と挿入部５との相対位置関係を説明する模式図である。
　ここでは、図２に示すように、正常部である正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと、病変部
である癌ＭＴと、を有する被検体３を蛍光内視鏡１により観察し、正常組織Ｎと、良性腫
瘍ＢＴと、癌ＭＴと、を判別する方法について説明する。挿入部５は、被検体３の斜め上
方から被検体３を観察している。具体的には、被検体３の先端面２７から良性腫瘍ＢＴま
での距離を基準（＝１）とすると、先端面２７から癌ＭＴまでの距離は倍（＝２）となる
ように挿入部５と被検体３が配置されている。また、被検体３の正常組織Ｎ、良性腫瘍Ｂ
Ｔ、癌ＭＴから発せられる蛍光の輝度は、それぞれ２０、２００、５００となっている。
なお、この数値は、被検体３の正常組織Ｎ、良性腫瘍ＢＴ、癌ＭＴに照射される励起光の
条件などが等しい場合の数値である。
【００６８】
　以下、正常組織Ｎ，良性腫瘍ＢＴ，癌ＭＴの蛍光の輝度が２０，２００，５００である
場合に適用して説明する。
　最初に、被検体３に励起光により蛍光を発する蛍光色素（薬剤）を投与する。この蛍光
色素は被検体３における、例えば癌ＭＴなどの病変部に集積する性質を有するものである
。蛍光色素を被検体３に投与して、薬剤が被検体３内に十分に行き渡るのに必要な時間が
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経過した後に蛍光内視鏡１による観察を行う。
【００６９】
　蛍光内視鏡１による観察を行う場合には、図１に示すように、まず光源装置７から励起
光および照明光が出射される。
　つまり、白色光源３１から少なくとも励起光および照明光が含まれる光が出射される。
白色光源３１から出射された光は、光源用レンズ３３により略平行な光に変換され、ライ
トガイド１３に向けて出射される。光源用レンズ３３を透過した光は、光学フィルタ３５
に入射する。光学フィルタ３５は、入射した光の内、励起光および照明光のみを透過し、
その他の波長の光を遮光する。光学フィルタ３５を透過した励起光および照明光は、光源
装置７から出射される。
【００７０】
　光源装置７から出射された励起光および照明光は、被検体３に照射される。
　つまり、光源装置７から出射された励起光および照明光は、挿入部５のライトガイド１
３に入射する。ライトガイド１３は、入射された励起光および照明光を挿入部５の先端面
２７まで導き、励起光および照明光を被検体３に向けて出射させる。ライトガイド１３か
ら出射された励起光および照明光は照明用レンズ１５を介して被検体３に照射される。照
明用レンズ１５は、ライトガイド１３から出射された光を拡散させることにより、被検体
３の観察領域全体に励起光および照明光を照射させる。
【００７１】
　励起光および照明光が照射された被検体３からの戻り光は、蛍光撮像部２３および反射
光撮像部２５により撮像される。
　つまり、被検体３からの戻り光は、撮像用レンズ１７から挿入部５内部へ入射する。撮
像用レンズ１７は、蛍光撮像部２３および反射光撮像部２５の受光面上に入射した戻り光
による被検体３の像を結像させる。撮像用レンズ１７を透過した戻り光は、ダイクロイッ
クプリズム１９に入射する。ダイクロイックプリズム１９は、戻り光に含まれる反射光の
みを反射光撮像部２５に向けて反射する。そのため、反射光撮像部２５の受光面上には反
射光による被検体３の像が結像される。残りの光は、ダイクロイックプリズム１９を透過
し、励起光カットフィルタ２１に入射する。励起光カットフィルタ２１は、上記残りの光
に含まれる蛍光のみを透過し、励起光などの他の波長の光を遮光する。励起光カットフィ
ルタ２１を透過した蛍光は、蛍光撮像部２３に入射する。そのため、蛍光撮像部２３の受
光面上には蛍光による被検体３の像が結像される。
【００７２】
　蛍光撮像部２３および反射光撮像部２５は、それぞれ結像された蛍光による被検体３の
像および反射光による被検体３の像を撮像して、蛍光に係るデータおよび反射光に係るデ
ータを出力する（蛍光画像取得ステップ）。
　蛍光に係るデータは、蛍光撮像部２３における各撮像素子が受光した蛍光強度に応じて
出力したデータの集合である。反射光に係るデータは、反射光撮像部２５における各撮像
素子が受光した反射光強度に応じて出力したデータの集合である。
【００７３】
　図３は、図１の蛍光画像生成部３７により生成される蛍光画像データに係る画像を示す
図である。
　蛍光撮像部２３から出力された蛍光に係るデータおよび反射光撮像部２５から出力され
た反射光に係るデータは、画像生成装置９に入力され、モニタ１１に表示される合成画像
データに変換される。
　つまり、上述の蛍光に係るデータは、画像生成装置９の蛍光画像生成部３７に入力され
る。蛍光画像生成部３７は、蛍光に係るデータに基づいて、図３に示すような蛍光画像に
係る蛍光画像データを生成する。ここで、蛍光画像データは、蛍光撮像部２３の各撮像素
子に対応する蛍光画像を構成する複数の画素に係るデータが集合したものである。蛍光画
像データの各画素のデータとしては、蛍光画像における位置のデータと、蛍光の蛍光強度
に応じた階調のデータとが例示できる。
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【００７４】
　図４は、図１の関心領域決定部３９により決定された関心領域を示す図である。図５は
、図１の関心領域決定部３９における各関心領域の最大階調の抽出を示す図である。
　蛍光画像生成部３７が生成した蛍光画像データは、図１に示すように、関心領域決定部
３９に入力される。関心領域決定部３９は、蛍光画像データに基づいて関心領域ＣＲを決
定する（関心領域決定ステップ）。
【００７５】
　つまり、関心領域決定部３９は、図４に示すように、蛍光画像データにおいて、後述す
る関心領域閾値以上の階調を有する画素の領域を関心領域ＣＲ１，ＣＲ２として抽出する
。これら関心領域ＣＲ１，ＣＲ２は、それぞれ癌ＭＴ，良性腫瘍ＢＴと対応している。本
実施形態においては、上述の関心領域閾値が４５である場合に適用して説明する。なお、
関心領域閾値の大きさは、使用する蛍光色素の種類や、励起光の波長および光量、挿入部
５の先端面２７から被検体３までの距離など、さまざまな要因に基づいて定められるもの
であるため、上述の値に限定されるものではない。
【００７６】
　関心領域ＣＲ１，ＣＲ２を決定すると、関心領域決定部３９は、図５に示すように、そ
れぞれの関心領域ＣＲ１，ＣＲ２における最大の階調を有する画素を代表画素Ｓ１，Ｓ２
として抽出し、その画素の位置データおよび階調のデータを代表値として取得する。
【００７７】
　ここで、上述の関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の抽出に用いた関心領域閾値について説明する
。
　被検体３の正常組織Ｎ、良性腫瘍ＢＴ、癌ＭＴから発せられる蛍光の実際の輝度と、表
示される階調との関係を下記の表１に示す。
【表１】

【００７８】
　実際の輝度は、実験などにより求められた既知の値であって、実際に発生する蛍光の輝
度である。表示される階調は、蛍光を蛍光撮像部２３により受光して、蛍光画像生成部３
７により生成された蛍光画像データにおける該当画素の階調である。さらに表示される階
調は、被検体３と先端面２７との距離が１ｍｍ、１．５ｍｍ、２ｍｍの場合における表示



(14) JP 5019866 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

される階調に分けられている。距離の範囲が１ｍｍから２ｍｍまでなのは、下記の理由に
よるためである。上記距離が１ｍｍ未満の場合には、撮像用レンズ１７の焦点深度より被
検体３が先端面２７に接近するため、蛍光撮像部２３の受光面に被検体３の像を結像でき
なくなるためである。上記距離が２ｍｍより遠くなると、被検体３から発せられる蛍光の
減衰が大きくなり、蛍光撮像部２３が十分な明るさの蛍光像を撮像できなくなるためであ
る。
【００７９】
　したがって、以下は想定された観察距離が１ｍｍ以上、２ｍｍ以下である場合に適用し
て説明する。
　表１に示すように、表示される階調は、正常組織Ｎ、良性腫瘍ＢＴ、癌ＭＴともに、上
記距離の２乗に反比例して変化している。
　以下の説明では、内視鏡１と癌ＭＴとの距離を２ｍｍと仮定し、内視鏡１と良性腫瘍Ｂ
Ｔとの距離を１ｍｍと仮定する。したがって、表１より、関心領域ＣＲ１の代表画素Ｓ１
の階調値である代表階調値が１２５であり、関心領域ＣＲ２の代表画素Ｓ２の階調値であ
る代表階調値が２００であるとする。
【００８０】
　図６は、表１の正常組織、良性腫瘍、癌における表示される階調の範囲を示すグラフで
ある。
　表１に示す正常組織Ｎ、良性腫瘍ＢＴ、癌ＭＴにおける表示される階調の範囲をグラフ
に示すと、図６に示すようになる。ここで、正常組織Ｎに係る階調の範囲は２０から５で
ある。良性腫瘍ＢＴに係る階調の範囲は２００から５０である。癌ＭＴに係る階調の範囲
は５００から１２５である。正常組織Ｎと良性腫瘍ＢＴとの階調の範囲を比較すると、正
常組織Ｎに係る階調の最大値が２０であって、良性腫瘍ＢＴに係る階調の最小値が５０で
ある。つまり、階調が２０から５０までの間に関心領域閾値Ｔが設けられることにより、
被検体３と先端面２７と距離が１ｍｍから２ｍｍの間で変化しても、正常組織Ｎの領域と
、良性腫瘍ＢＴと病変部である癌ＭＴとを含む領域とが識別される。この結果、関心領域
決定部３９は、設定された観察距離の範囲内で、病変部の可能性がある領域を確実に関心
領域として決定することができる。
【００８１】
　図７は、図１の近傍領域決定部におけるプロファイルの設定を説明する図である。図８
は、図７のプロファイルＰ１上の各画素の階調の分布を示すグラフである。図９は、図７
のプロファイルＰ２上の各画素の階調の分布を示すグラフである。図１０は、図１の近傍
領域決定部により決定された近傍領域と関心領域との位置関係を示す図である。
　関心領域決定部３９により関心領域ＣＲ１，ＣＲ２および代表画素Ｓ１，Ｓ２が決定さ
れると、蛍光画像データや関心領域ＣＲ１，ＣＲ２や代表画素Ｓ１，Ｓ２のデータなどが
近傍領域決定部４１に入力される。近傍領域決定部４１は、蛍光画像データなどに基づい
て関心領域ＣＲ１，ＣＲ２に隣接する近傍領域を決定する（近傍領域決定ステップ）。
【００８２】
　つまり、近傍領域決定部４１は、入力された蛍光画像データなどに基づいてプロファイ
ルＰ１，Ｐ２を設定する。プロファイルＰ１，Ｐ２は、代表画素Ｓ１，Ｓ２を通る直線で
あって、この直線に沿って各画素の階調データを抽出するものである。
【００８３】
　プロファイルＰ１上の各画素の階調は、図８に示す分布となる。各画素の階調は、代表
画素Ｓ１の階調（図８中の黒丸）を最大階調として、代表画素Ｓ１から離れるにともない
階調の値が下がっている。代表画素Ｓ１を含む関心領域閾値の４５よりも階調の値が大き
い画素の領域は、関心領域ＣＲ１を示している。近傍領域決定部４１は、関心領域閾値と
等しい階調の画素から、プロファイルＰ１に沿って所定の画素数だけ離れた代表画素Ｂ１
（図８中の黒三角）までの領域を近傍領域ＮＲ１と決定する。代表画素Ｂ１の階調値は、
近傍領域ＮＲ１における画素の階調を代表する代表階調値である。本実施形態においては
、代表画素Ｂ１の代表階調値は、図８より５となる。
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【００８４】
　一方、プロファイルＰ２上の各画素の階調は、図９に示す分布となっている。各画素の
階調は、代表画素Ｓ２の階調（図９中の黒丸）を最大階調として、代表画素Ｓ２から離れ
るにともない階調の値が下がっている。代表画素Ｓ２を含む関心領域閾値の４５よりも階
調の値が大きい画素の領域は、関心領域ＣＲ２を示している。近傍領域決定部４１は、関
心領域閾値と等しい階調の画素から、プロファイルＰ２に沿って所定の画素数だけ離れた
代表画素Ｂ２（図９中の黒三角）までの領域を近傍領域ＮＲ２と決定する。代表画素Ｂ２
の階調値は、近傍領域ＮＲ２における画素の階調を代表する代表階調値である。本実施形
態においては、代表画素Ｂ２の代表階調値は、図９より２０となる。
【００８５】
　上述のように近傍領域決定部４１により決定された近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２は、図１０
に示すように、それぞれ関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の周囲を覆うように決定される。
【００８６】
　図１１は、図１の画像演算部において生成された修正画像データに係る画像を示す図で
ある。
　近傍領域決定部４１において決定された近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２に係るデータおよび代
表画素Ｂ１，Ｂ２に係るデータは、蛍光画像データと、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２に係るデ
ータおよび代表画素Ｓ１，Ｓ２に係るデータとともに、画像演算部４３に入力される。画
像演算部４３は、入力された蛍光画像データなどに基づいて修正画像データを生成する（
演算ステップ）。
【００８７】
　つまり、画像演算部４３は、関心領域ＣＲ１における代表画素Ｓ１の階調１２５を、隣
接する近傍領域ＮＲ１における代表画素Ｂ１の階調５で割った値２５（代表画素Ｓ１の階
調と代表画素Ｂ１の階調との比）を算出し、当該値２５を関心領域ＣＲ１における階調と
する。一方、画像演算部４３は、関心領域ＣＲ２における代表画素Ｓ２の階調２００を、
隣接する近傍領域ＮＲ２における代表画素Ｂ２の階調２０で割った値１０を算出し、当該
値１０を関心領域ＣＲ２における階調とする。画像演算部４３により算出された修正画像
データに係る画像は、図１１に示すようになる。図１１に示すように、関心領域ＣＲ１に
属する画素は全て階調が２５で表示され、関心領域ＣＲ２に属する画素は全て階調が１０
で表示される。
　画像演算部４３により生成された修正画像データは、図１に示すように、画像判定部４
５および画像合成部４７に出力される。
【００８８】
　画像判定部４５は、入力された修正画像データに基づいて、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２が
それぞれ良性腫瘍ＢＴおよび癌ＭＴのいずれであるかを判定する（判定ステップ）。
　つまり、画像判定部４５は、図１１に示すように、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の階調の値
が、判別閾値より大きい場合には、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２が癌ＭＴであると判定し（判
定ステップ）、判別閾値より小さい場合には、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２が良性腫瘍ＢＴで
あると判定する。本実施形態においては、判別閾値は１５であり、関心領域ＣＲ１の階調
は２５であるため、画像判定部４５は、関心領域ＣＲ１を癌ＭＴと判定する。一方、関心
領域ＣＲ２の階調は１０であるため、画像判定部４５は、関心領域ＣＲ２を良性腫瘍ＢＴ
と判定する。
【００８９】
　この判定の結果により、画像判定部４５は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２がそれぞれ良性腫
瘍ＢＴおよび癌ＭＴのいずれであるかを判別する。
　画像判定部４５は、図１に示すように、病変部に係るデータとして、関心領域ＣＲ１が
癌ＭＴであって、関心領域ＣＲ２が良性腫瘍ＢＴであるとの判別結果を画像合成部４７に
出力する。
【００９０】
　一方、反射光画像生成部４９には、図１に示すように、反射光撮像部２５から反射光に
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係るデータが入力される。反射光画像生成部４９は、反射光に係るデータに基づいて、反
射光画像データを生成する。ここで、反射光画像データは、反射光撮像部２５の各撮像素
子に対応する反射光画像を構成する複数の画素に係るデータが集合したものである。反射
光画像データの各画素のデータとしては、反射光画像における位置のデータと、反射光の
光強度に応じた階調のデータとを例示できる。
　反射光画像データは、反射光画像生成部４９から観察距離判定部５１に入力される。
【００９１】
　図１２は、図１の観察距離判定部におけるＦＦＴ処理結果を示すグラフである。
　観察距離判定部５１は、入力された反射光画像データに基づいて、被検体３と挿入部５
の先端面２７との距離を判定する。
　つまり、観察距離判定部５１は、反射光画像データに対してＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕ
ｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理を行い、反射光画像の分解能を取得する。ＦＦＴ処
理の結果をグラフに示したのが図１２となる。図１２においては、横軸に空間周波数をと
り、縦軸に度数をとっている。図１２のグラフＦ１は、被検体３と挿入部５の先端面２７
と距離が１ｍｍ未満であって、被検体３が被写界深度外に位置する場合のグラフである。
グラフＦ２は、被検体３と先端面２７と距離が１ｍｍであって、被検体３が被写界深度限
界に位置する場合のグラフである。グラフＦ３は、被検体３と先端面２７と距離が１ｍｍ
より離れている場合であって、被検体３が被写界深度内に位置する場合のグラフである。
【００９２】
　観察距離判定部５１は、グラフＦ２をＦＦＴ閾値として、被検体３と先端面２７と距離
が１ｍｍより近いか離れているかを判定する。観察距離判定部５１は、観察距離に係るデ
ータとしての判定結果と、反射光画像データとを画像合成部４７に出力する。
　なお、本実施形態においては、被検体３と先端面２７と距離が１ｍｍであるグラフＦ２
をＦＦＴ閾値としたが、撮像用レンズ１７の選択などにより被写界深度が変化するため、
ＦＦＴ閾値として用いるグラフのデータは、被検体３と先端面２７と距離が１ｍｍの場合
のデータに限られない。
【００９３】
　画像合成部４７は、蛍光画像データと、画像判定部４５の判定結果と、反射光画像デー
タと、観察距離判定部５１の判定結果とに基づいて、合成画像データを生成する。
　つまり、画像合成部４７は、観察距離判定部５１の判定結果が、被検体３と先端面２７
と距離が１ｍｍ以上離れている場合には、蛍光画像データなどに基づいて合成画像データ
を生成する。具体的には、画像合成部４７は、関心領域ＣＲ１に癌ＭＴを表す色を着色し
、関心領域ＣＲ２に良性腫瘍ＢＴを表す色を着色する処理を行い、これらの画像データを
合成画像データに取り込む処理を行う。一方、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２以外の領域は、反
射光画像データを合成画像データに取り込む処理を行う。生成された合成画像データは、
画像合成部４７からモニタ１１に出力される。モニタ１１は、入力された合成画像データ
に基づき、合成画像を表示する。
【００９４】
　一方、画像合成部４７は、観察距離判定部５１の判定結果が、被検体３と先端面２７と
距離が１ｍｍより近い場合には、合成画像データの生成を行わない。
【００９５】
　また、観察距離が２ｍｍを超えるときは、十分な明るさの蛍光が得られないため、それ
以上の距離で観察することは想定されない。したがって、観察距離が常に想定の範囲内に
あるときのみ、画像を生成する。
　また、上述の通り、観察距離が１ｍｍ未満の場合に焦点深度外になり解像度が下がるこ
とは視認で識別できるため、観察距離判定部５１はなくてもよい。
【００９６】
　上記の構成によれば、関心領域決定部３９と、近傍領域決定部４１と、画像演算部４３
とが設けられているため、本実施形態の蛍光内視鏡１は、被検体３との距離の影響を軽減
して正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を簡便に行うことができる。
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【００９７】
　関心領域決定部３９は、蛍光画像データに基づいて、周囲の領域と比較して蛍光強度が
高い関心領域ＣＲ１，ＣＲ２を決定することができる。つまり、上述のように癌ＭＴには
蛍光を発する蛍光色素が集積しやすく、癌ＭＴから発せられる蛍光強度は高いため、関心
領域決定部３９は、蛍光画像データに基づいて、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２を決定すること
により、癌ＭＴの可能性がある領域を決定することができる。具体的には、関心領域決定
部３９は、関心領域閾値と比較して、蛍光画像データにおける蛍光強度に係る階調が高い
領域を癌ＭＴの可能性がある関心領域ＣＲ１，ＣＲ２として決定することができる。
【００９８】
　近傍領域決定部４１は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の近傍の近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２を決
定することができる。つまり、近傍領域決定部４１は、癌ＭＴの可能性がある領域に隣接
する正常組織Ｎの可能性がある近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２を決定することができる。
　具体的には、近傍領域決定部４１は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２を覆う領域であって、上
記所定距離だけの厚さを有する領域を近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２と決定することができる。
そのため、近傍領域決定部４１は、常に関心領域ＣＲ１，ＣＲ２に隣接する領域を近傍領
域ＮＲ１，ＮＲ２と決定することができる。
【００９９】
　画像演算部４３は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２における蛍光強度に係る階調と、関心領域
ＣＲ１，ＣＲ２にそれぞれ隣接する近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２における蛍光強度に係る階調
との比に基づくことにより、被検体３との距離の影響を軽減した修正画像データを生成す
ることができる。具体的には、光源装置７および蛍光撮像部２３との距離の差が小さい関
心領域ＣＲ１，ＣＲ２に係る階調と、近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２に係る階調との比を演算に
より求めることにより、画像演算部４３は、光源装置７および蛍光撮像部２３との距離が
異なる複数の関心領域ＣＲ１，ＣＲ２に係る階調を同時に評価できる修正画像データを生
成することができる。その結果、画像演算部４３は、複数の関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の中
から良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴを判別することができる修正画像データを生成することができ
る。
【０１００】
　関心領域ＣＲ１と近傍領域ＮＲ１、および関心領域ＣＲ２と近傍領域ＮＲ２は互いに内
視鏡先端部までの距離が略同じである。したがって、画像演算部４３は、一つの蛍光画像
データにおける関心領域ＣＲ１，ＣＲ２および近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２における蛍光強度
に係る階調の比を求めることにより、被検体３と内視鏡端面２７との距離の影響を軽減し
た修正画像データを生成することができる。以上のように、同一蛍光画像内で距離の略等
しい２つの領域での輝度の比を得るため、本実施形態の蛍光内視鏡１は、上述の特許文献
１および２に開示された技術のように、蛍光画像の他に参照光画像を用いる必要がなく、
正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を簡便に行うことができる。
【０１０１】
　光源装置７と、蛍光撮像部２３と、蛍光画像生成部３７とが設けられているため、本実
施形態の蛍光内視鏡１は、蛍光画像データを取得することができる。
　光源装置７は、被検体３に照射する光を出射することができる。蛍光撮像部２３は、被
検体３から発生した戻り光に含まれる蛍光を撮像することができる。蛍光画像生成部３７
は、蛍光撮像部２３により取得された蛍光に係るデータに基づいて、蛍光画像データを生
成することができる。
【０１０２】
　関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値を決定する関心領域決定部３９と、近傍領域ＮＲ
１，ＮＲ２の代表階調値を決定する近傍領域決定部４１とが設けられ、画像演算部４３は
関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値と、近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値との比に
基づいて修正画像データを生成するため、本実施形態の蛍光内視鏡１は、１つの波長帯域
に係る蛍光を用いて、簡易な構成により被検体３との距離の影響を軽減した正常組織Ｎお
よび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を行うことができる。
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【０１０３】
　関心領域決定部３９は、蛍光色素から発せられる蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいて
関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値を算出し、近傍領域決定部４１は、自家蛍光の蛍光
強度に係る階調に基づいて近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値を算出するため、被検体
３との距離の影響を軽減して正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を行うこと
ができる。
【０１０４】
　関心領域決定部３９は、被検体３に導入された蛍光色素（薬剤）から発せられる蛍光の
蛍光強度に係る階調に基づいて、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値を算出することが
できる。つまり、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値は、上記蛍光色素から発せられた
蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいて算出されている。そのため、関心領域決定部３９は
、癌ＭＴとの関わりのある上記蛍光色素から発せられた蛍光の蛍光強度に係る階調に基づ
いた代表階調値を上記蛍光色素が集積しやすい癌ＭＴの可能性がある関心領域ＣＲ１，Ｃ
Ｒ２の代表値とすることができる。
【０１０５】
　近傍領域決定部４１は、被検体３から発せられる自家蛍光の強度に係る階調に基づいて
、近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値を算出することができる。つまり、近傍領域ＮＲ
１，ＮＲ２の代表階調値は、上記自家蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいて算出されてい
る。そのため、近傍領域決定部４１は、自家蛍光の蛍光強度に係る階調に基づいた代表階
調値を上記蛍光色素が集積しにくい正常組織Ｎの可能性がある近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の
代表値とすることができる。
【０１０６】
　画像演算部４３は、それぞれ算出された関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値と、関心
領域ＣＲ１，ＣＲ２に隣接する近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値との比に基づいて、
被検体３との距離の影響を軽減した修正画像データを生成することができる。具体的には
、光源装置７および蛍光撮像部２３との距離の差が小さい関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表
階調値と、近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値との比を演算により求めることにより、
画像演算部４３は、光源装置７および蛍光撮像部２３との距離が異なる複数の関心領域Ｃ
Ｒ１，ＣＲ２の代表階調値を同時に評価できる修正画像データを生成することができる。
その結果、画像演算部４３は、複数の関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の中から正常組織Ｎおよび
良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴを判別することができる修正画像データを生成することができる。
　よって、本実施形態の蛍光内視鏡１は、被検体３との距離の影響を軽減して良性腫瘍Ｂ
Ｔと癌ＭＴとの判別を行うことができる。
【０１０７】
　画像判定部４５と、画像合成部４７と、モニタ１１とが設けられているため、本実施形
態の蛍光内視鏡１は、被検体３との距離の影響を軽減して良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別
を簡便に行うことができる。
【０１０８】
　画像判定部４５は、修正画像データに基づいて癌ＭＴを判定することができる。つまり
、画像判定部４５は、画像演算部４３により生成された被検体３との距離の影響を軽減し
た修正画像データに基づいて、癌ＭＴを判定することができる。具体的には、画像判定部
４５は、所定閾値と比較して、算出された関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値と近傍領
域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値との比が高い領域を癌ＭＴとして判定することができる。
関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表階調値と近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表階調値との比を用
いることにより、画像判定部４５は、被検体３との距離の影響を軽減して良性腫瘍ＢＴと
癌ＭＴとの判別を行うことができる。
【０１０９】
　画像合成部４７は、修正画像データと、画像判定部４５により判定された癌ＭＴとを合
わせた合成画像データを生成することができる。つまり、画像合成部４７は、正常組織Ｎ
および良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとを区別した合成画像データを生成することができる。
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　モニタ１１は、合成画像データに基づく合成画像を表示することができる。そのため、
本実施形態の蛍光内視鏡１の操作者は、モニタ１１に表示された正常組織Ｎおよび良性腫
瘍ＢＴと癌ＭＴとが区別された合成画像を視認することができる。つまり、上記操作者は
、簡便に正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別ができる。
【０１１０】
　反射光撮像部２５と、反射光画像生成部４９と、画像合成部４７とが設けられているた
め、本実施形態の蛍光内視鏡１は、正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を簡
便に行うことができる。
【０１１１】
　反射光撮像部２５は、被検体３からの戻り光に含まれる反射光、例えば白色光を撮像す
ることができる。
　反射光画像生成部４９は、反射光撮像部２５によって取得された反射光に係るデータに
基づいて、蛍光以外の反射光に係る画像、つまり反射光画像データを生成することができ
る。
【０１１２】
　画像合成部４７は、上記反射光画像データと上記蛍光画像データとを合成することがで
きる。例えば、反射光が白色光の場合には、肉眼で視認した場合と同じ画像である上記反
射光画像データと、正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別が容易な上記蛍光画
像データとを合成することにより、正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別をよ
り簡便にすることができる。
【０１１３】
　挿入部５とライトガイド１３とが設けられているため、被検体３の体腔における正常組
織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を行うことができる。
　挿入部５は、被検体３の体腔内に挿入することができる。ライトガイド１３は、光源装
置７から出射された光を、挿入部５内を通じて挿入部５の先端部まで導くとともに、光を
被検体３に向けて出射させることができる。そのため、被検体３の体腔に存在する正常組
織Ｎ、良性腫瘍ＢＴおよび癌ＭＴから蛍光を出射させることができ、当該蛍光の蛍光強度
に基づいて、被検体３の体腔における正常組織Ｎおよび良性腫瘍ＢＴと癌ＭＴとの判別を
行うことができる。
【０１１４】
　なお、上述の実施形態のように、関心領域閾値Ｔを正常組織Ｎに係る階調の最大値と、
良性腫瘍ＢＴに係る階調の最小値との間の所定値としてもよいし、正常組織Ｎに係る階調
の最大値に所定の係数倍の値としてもよいし、正常組織Ｎに係る階調の最大値と、良性腫
瘍ＢＴに係る階調の最小値との中間値としてもよいし、癌ＭＴに係る階調の最大値を所定
の係数で除した値としてもよく、特に限定するものではない。
【０１１５】
　正常組織Ｎに係る階調の最大値に所定の係数倍の値を関心領域閾値Ｔとする場合として
は、例えば、正常組織Ｎに係る階調の最大値２０の２倍の値である４０を関心領域閾値Ｔ
とする例を挙げることができる。
【０１１６】
　また、正常組織Ｎに係る階調の最大値と、良性腫瘍ＢＴに係る階調の最小値との中間値
を関心領域閾値Ｔとする場合としては、例えば、正常組織Ｎに係る階調の最大値２０と、
良性腫瘍ＢＴに係る階調の最小値５０との中間値３５を関心領域閾値Ｔとする例を挙げる
ことができる。
　さらに、癌ＭＴに係る階調の最大値を所定の係数で除した値を関心領域閾値Ｔとする場
合としては、例えば、癌ＭＴに係る階調の最大値５００を２０で除した値である２５を関
心領域閾値Ｔとする例を挙げることができる。
【０１１７】
　図１３は、図７のプロファイルＰ１上の各画素の階調の分布を示す別のグラフである。
図１４は、図７のプロファイルＰ２上の各画素の階調の分布を示す別のグラフである。
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　なお、上述の実施形態のように、近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２の代表画素Ｂ１，Ｂ２を、関
心領域ＣＲ１，ＣＲ２における関心領域閾値と等しい階調を有する画素から所定の画素数
だけ離れた画素として決定してもよいし、図１３および図１４に示すように、関心領域Ｃ
Ｒ１，ＣＲ２の代表画素（所定位置）Ｓ１，Ｓ２からプロファイルＰ１，Ｐ２に沿って所
定の画素数だけ離れた画素を代表画素Ｂ１´，Ｂ２´と決定してもよく、特に限定するも
のではない。この場合には、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２における関心領域閾値と等しい階調
を有する画素から代表画素Ｂ１´，Ｂ２´までの領域が近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２となる。
【０１１８】
　このような演算方法においては、近傍領域決定部４１は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の境
界から、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２内の代表画素Ｓ１，Ｓ２から所定距離だけ離れた代表画
素Ｂ１´，Ｂ２´までを近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２と決定するため、関心領域ＣＲ１，ＣＲ
２と隣接した領域を近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２として決定することができる。
【０１１９】
　近傍領域決定部４１は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の境界から、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２
内の代表画素Ｓ１，Ｓ２から所定距離だけ離れた代表画素Ｂ１´，Ｂ２´までの領域を、
近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２と決定することができる。つまり、近傍領域決定部４１は、関心
領域ＣＲ１，ＣＲ２を覆う領域であって、正常組織Ｎとの境界を代表画素Ｓ１，Ｓ２から
上記所定距離だけ離れた代表画素Ｂ１´，Ｂ２´とする近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２を決定す
ることができる。そのため、近傍領域決定部４１は、常に関心領域ＣＲ１，ＣＲ２に隣接
する領域を近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２と決定することができる。
　また、近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２における正常組織Ｎとの境界を、関心領域ＣＲ１，ＣＲ
２の代表画素Ｓ１，Ｓ２からの距離で決定する方法は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２との境界
からの距離で決定する方法と比較して容易に決定することができる。
【０１２０】
　なお、上述の実施形態のように、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２の代表画素Ｓ１，Ｓ２を、関
心領域ＣＲ１，ＣＲ２における最大の階調を有する画素として抽出してもよいし、関心領
域ＣＲ１，ＣＲ２における重心位置に対応する画素を代表画素Ｓ１，Ｓ２としてもよく特
に限定するものではない。上述の重心位置は、関心領域ＣＲ１，ＣＲ２に内接する楕円や
円の中心として求めてもよいし、内接する三角形や多角形の重心位置として求めてもよく
、特に限定するものではない。
【０１２１】
　図１５は、図１の近傍領域決定部により設定された別のプロファイルを説明する図であ
る。図１６は、図１の近傍領域決定部により設定された更に別のプロファイルを説明する
図である。図１７は、図１５のプロファイルＰ３上の各画素の階調の分布を示すグラフで
ある。図１８は、図１６のプロファイルＰ３´上の各画素の階調の分布を示すグラフであ
る。
　なお、上述の実施形態のように、近傍領域決定部４１によって設定されたプロファイル
Ｐ１，Ｐ２が、それぞれ他の関心領域ＣＲ１，ＣＲ２を横切らない場合には問題ないが、
図１５に示すように、関心領域ＣＲ３について設定されたプロファイルＰ３が、隣接する
関心領域ＣＲ４を横切るような場合には、図１６に示すように、新たなプロファイルＰ３
´が設定されてもよい。
【０１２２】
　つまり、プロファイルＰ３が隣接する関心領域ＣＲ４を横切る場合には、プロファイル
Ｐ３上の各画素の階調は、図１７に示す分布となる。この場合に関心領域ＣＲ３の境界画
素から所定画素だけ離れた画素を代表画素Ｂ３として決定すると、代表画素Ｂ３は関心領
域ＣＲ４内に含まれ不適切となる。そのため、近傍領域決定部４１は、隣接する関心領域
ＣＲ４を横切らない新たなプロファイルＰ３´を設定する。プロファイルＰ３´上の各画
素の階調は、図１８に示す分布となる。この場合には、関心領域ＣＲ３の境界画素から所
定画素だけ離れた画素を代表画素Ｂ３´として決定する。このように代表画素Ｂ３´を設
定することで、適切な代表画素Ｂ３´を設定することができる。
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【０１２３】
〔第１の実施形態の第１変形例〕
　次に、本発明の第１の実施形態の第１変形例について図１９から図２１を参照して説明
する。
　本変形例の蛍光内視鏡の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態
とは、観察距離判定部における距離判定方法が異なっている。よって、本変形例において
は、図１９から図２１を用いて観察距離判定部における距離判定方法のみを説明し、その
他の構成要素等の説明を省略する。
　図１９は、本変形例における蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素については、同一の符号を付してその説明を省
略する。
【０１２４】
　蛍光内視鏡１０１の画像生成装置１０９は、図１９に示すように、蛍光画像生成部３７
と、関心領域決定部３９と、近傍領域決定部４１と、画像演算部４３と、画像判定部４５
と、画像合成部４７と、反射光画像生成部４９と、観察距離判定部１５１と、を備えてい
る。
【０１２５】
　観察距離判定部１５１は、反射光画像データに基づいて観察距離を判定するものである
。観察距離判定部１５１には、反射光画像生成部４９から反射光画像データが入力されて
いる。また、観察距離判定部１５１からは、画像合成部４７に反射光画像データおよび観
察距離に係るデータが出力されている。
【０１２６】
　次に、上記の構成からなる蛍光内視鏡１０１における被検体３の観察および正常部と病
変部との判別について説明する。
　なお、ここでは、被検体３と挿入部５との相対位置関係が第１の実施形態で説明した位
置関係と同一の位置関係である場合について説明する。
　また、蛍光内視鏡１０１から励起光および照明光を被検体３に照射し、戻り光に含まれ
る蛍光について修正画像データおよび良性腫瘍ＢＴか癌ＭＴかの判別結果が画像合成部４
７に入力されるまでは、第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１２７】
　また、戻り光に含まれる反射光について反射光画像データが観察距離判定部１５１に入
力されるまでは、第１の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
【０１２８】
　ここで、観察距離判定部１５１における被検体３と挿入部５の先端面２７との距離を判
定方法について説明する。
　図２０は、図１９の観察距離判定部において解析された反射光画像データにおける階調
の度数分布の一例を示すグラフである。図２１は、図１９の観察距離判定部において解析
された反射光画像データにおける階調の度数分布の別の例を示すグラフである。
　観察距離判定部１５１は、入力された反射光画像データにおいて階調が飽和している画
素の数に基づいて、被検体３と挿入部５の先端面２７との距離を判定する。
　つまり、観察距離判定部１５１は、反射光画像データから各階調における画素の数（度
数）を抽出し、図２０や図２１に示すような、階調の度数分布を示すグラフを生成する。
【０１２９】
　被検体３と先端面２７との距離が１ｍｍより離れている場合には、階調の度数分布を示
すグラフは図２０に示すグラフのようになる。図２０に示すように、階調の度数分布は、
階調の飽和点ＳＴより低い階調領域に分布している。
　この場合には、観察距離判定部１５１は、被検体３と先端面２７との距離が１ｍｍより
離れていると判別する。
【０１３０】
　一方、被検体３と先端面２７との距離が１ｍｍ未満の場合には、階調の度数分布を示す
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グラフは図２１に示すグラフのようになる。図２１に示すように、階調の度数分布は、階
調の飽和点ＳＴを含む階調領域に分布している。
【０１３１】
　このとき、観察距離判定部１５１は、階調の飽和点ＳＴにおける度数が所定の度数閾値
以上の場合には、被検体３と先端面２７との距離が１ｍｍ未満と判別する。また、階調の
飽和点ＳＴにおける度数が所定の度数閾値未満の場合には、被検体３と先端面２７との距
離が１ｍｍより離れていると判別する。
【０１３２】
　観察距離判定部１５１は、上述の判別結果と、反射光画像データとを画像合成部４７に
出力する。
　なお、画像合成部４７以後の作用などは、第１の実施形態と同様であるので、その説明
を省略する。
【０１３３】
　この方法はＦＦＴを行う方法よりもアルゴリズムが簡便になる。
　なお、上述の変形例のように、観察距離判定部１５１は、反射光画像データに基づいて
被検体３と先端面２７との距離を判別してもよいし、蛍光画像データに基づいて同様に被
検体３と先端面２７との距離を判別してもよく、特に限定するものではない。
【０１３４】
〔第１の実施形態の第２変形例〕
　次に、本発明の第１の実施形態の第２変形例について図２２から図２５を参照して説明
する。
　本変形例の蛍光内視鏡の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態
とは、挿入部および画像生成装置の構成が異なっている。よって、本変形例においては、
図２２から図２５を用いて挿入部および画像生成装置の周辺のみを説明し、その他の構成
要素等の説明を省略する。
　図２２は、本変形例における蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素については、同一の符号を付してその説明を省
略する。
【０１３５】
　蛍光内視鏡２０１は、図２２に示すように、被検体３の体腔内に挿入される挿入部２０
５と、光源装置７と、画像生成装置２０９と、モニタ１１とを備えている。
　挿入部２０５は、外皮チューブ１２と、ライトガイド１３と、照明用レンズ１５と、撮
像用レンズ１７と、ダイクロイックプリズム１９と、励起光カットフィルタ２１と、蛍光
撮像部２３と、反射光撮像部２５と、先端突起部２２６と、を備えている。
【０１３６】
　先端突起部２２６は、挿入部２０５の先端面２７と被検体３との最低距離を規制するも
のである。
　先端突起部２２６は、挿入部２０５の先端面２７から励起光および照明光の出射方向に
延在された部材である。先端突起部２２６は、略円筒状であって、先端面２７から１ｍｍ
程度の高さを有する長さに形成されている。また、先端突起部２２６の内側に照明用レン
ズ１５が配置されるように先端突起部２２６の内径が定められている。
【０１３７】
　画像生成装置２０９は、蛍光画像生成部３７と、関心領域決定部３９と、近傍領域決定
部４１と、画像演算部４３と、画像判定部４５と、画像合成部（画像合成手段）２４７と
、反射光画像生成部（反射光画像生成手段）２４９と、を備えている。
【０１３８】
　画像合成部２４７は、修正画像データ、判定された病変部および反射光画像データを合
わせた合成画像データを生成するものである。画像合成部２４７には、画像演算部４３か
ら修正画像データが入力され、画像判定部４５から病変部に係るデータが入力され、反射
光画像生成部２４９から反射光画像データが入力されている。また、画像合成部２４７か
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らは、モニタ１１に合成画像データが出力されている。
【０１３９】
　反射光画像生成部２４９は、反射光撮像部２５が取得した反射光に係るデータに基づい
て、反射光画像データを生成するものである。反射光画像生成部２４９には、反射光撮像
部２５から反射光に係るデータが入力されている。また、反射光画像生成部２４９からは
、反射光画像データが画像合成部２４７に出力されている。
【０１４０】
　次に、上記の構成からなる蛍光内視鏡２０１における被検体３の観察および正常部と病
変部との判別について説明する。
　図２３は、本変形例における被検体３と挿入部２０５との相対位置関係の一例を示す模
式図である。図２４は、本変形例における被検体３と挿入部２０５との相対位置関係の別
の例を示す模式図である。
　図２３に示すように、挿入部２０５が被検体３の斜め上方から被検体３に接近した場合
、最初に先端突起部２２６が被検体３に接触する。そのため、挿入部２０５の先端面２７
と被検体３との最短距離は、少なくとも１ｍｍ以上となる。また、図２４に示すように、
挿入部２０５が被検体３の上方から被検体３に接近した場合、先端突起部２２６が被検体
３と接触する。そのため、先端面２７と被検体３との距離は少なくとも１ｍｍ以上となる
。
　つまり、先端面２７と被検体３との距離は、常に１ｍｍ以上になる。
【０１４１】
　なお、蛍光内視鏡２０１から励起光および照明光を被検体３に照射し、戻り光に含まれ
る蛍光について修正画像データおよび良性腫瘍ＢＴか癌ＭＴかの判別結果が画像合成部２
４７に入力されるまでは、第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
　また、戻り光に含まれる反射光については、反射光画像生成部２４９において生成され
た反射光画像データが画像合成部２４７に入力される点が第１の実施形態と異なるのみで
、その他は第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１４２】
　画像合成部２４７は、蛍光画像データと、画像判定部４５の判定結果と、反射光画像デ
ータとに基づいて、合成画像データを生成する。つまり、画像合成部２４７は、常に蛍光
画像データなどに基づいて合成画像データを生成する点が第１の実施形態と異なるのみで
、その他は第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１４３】
　図２５は、図２２の先端突起部の別の構成例を示す模式図である。
　なお、上述の変形例のように、先端突起部２２６は、挿入部２０５の先端面２７に設け
られていてもよいし、図２５に示すように、挿入部２０５の外皮チューブ１２を覆うキャ
ップ状に形成されていてもよく、特に限定するものではない。
　この変形例を用いれば、距離判別手段を設ける必要がなくなるので、画像生成装置２０
９を簡便化することができる。
【０１４４】
　なお、本実施形態では、関心領域ＣＲの決定について、想定された観察距離の範囲が１
ｍｍ以上、２ｍｍ以下、すなわち、観察距離の上限値が下限値の２倍である場合に適用し
て説明したが、想定される観察距離は、被検体３である体腔内の管路の大きさ、または使
用する蛍光色素の種類等に応じて変更することが可能である。
【０１４５】
　つまり、観察距離は、体腔内の管路の大きさに応じて、観察距離の上限値と下限値の比
を一定にしたまま変更してもよい。例えば、被検体３が人間の食道や、胃や、腸である場
合には、想定される観察距離を、７．５ｍｍ以上、１５ｍｍ以下、あるいは、１０ｍｍ以
上、２０ｍｍ以下などに設定することができる。
　これらの観察距離の下限値は、蛍光撮像部２３の受光面に披検体３の像を結像させるた
め、挿入部５の先端面２７からベストピント位置（合焦位置）までの距離に対して半分以
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上の距離であることが好ましい。
【０１４６】
　また、良性腫瘍ＢＴおよび病変部である癌ＭＴから発光する蛍光の輝度は、蛍光色素に
応じて異なるので、蛍光色素に応じて観察範囲を変更することが好ましい。ここで、表示
される階調は、実際距離の２乗に反比例して変化するので、被検体３の良性腫瘍ＢＴや、
癌ＭＴから発せられる蛍光の実際の輝度が、正常組織Ｎからの蛍光の実際の輝度よりもＬ
２倍高くなるような蛍光色素を用いる場合には、関心領域決定部３９は、観察距離の上限
値を、下限値のＬ倍以下の距離に設定する。
【０１４７】
　上述の内容を、具体例を挙げて説明する。
　良性腫瘍ＢＴや、癌ＭＴからの蛍光の実際の輝度が、正常組織Ｎからの蛍光の実際の輝
度よりも１０倍以上高い場合、関心領域決定部３９は、観察距離の上限値が、下限値の３
倍となるように観察距離を１ｍｍ以上、３ｍｍ以下に設定する。
　このように上限値を設定した場合であっても、下記の表のように、良性腫瘍ＢＴまたは
癌ＭＴの階調は、正常組織Ｎの階調と重複していない。したがって、階調が４５から６０
までの間に関心領域閾値Ｔが設けられることにより、被検体３と先端面２７との距離が１
ｍｍから３ｍｍの間で変化しても、正常組織Ｎの領域と、良性腫瘍ＢＴと病変部である癌
ＭＴとが含まれる領域とが識別される。
　この結果、関心領域決定部３９は、使用する蛍光色素が変更された場合であっても、適
切な観察距離を設定することにより、病変部の可能性がある領域を確実に関心領域として
決定することができる。

【表２】

【０１４８】
〔第２の実施形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態について図２６から図３２を参照して説明する。
　本実施形態の蛍光内視鏡の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形
態とは、関心領域の決定方法が異なっている。よって、本実施形態においては、図２６か
ら図３２を用いて関心領域の決定方法の周辺のみを説明し、その他の構成要素等の説明を
省略する。
　図２６は、本実施形態に係る蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素については、同一の符号を付してその説明を省
略する。
【０１４９】
　蛍光内視鏡３０１は、図２６に示すように、被検体３の体腔内に挿入される挿入部５と
、光源装置７と、画像生成装置３０９と、モニタ１１とを備えている。
【０１５０】
　画像生成装置３０９は、蛍光画像生成部３７と、関心領域決定部（関心領域決定手段、
関心領域代表値算出手段）３３９と、近傍領域決定部４１と、画像演算部４３と、画像判
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定部４５と、画像合成部４７と、反射光画像生成部４９と、観察距離判定部５１と、を備
えている。
【０１５１】
　関心領域決定部３３９は、蛍光画像データに基づいて関心領域を決定するものである。
関心領域決定部３３９には、蛍光画像生成部３７から蛍光画像データが入力されている。
また、関心領域決定部３３９からは、関心領域に係るデータおよび蛍光画像データが近傍
領域決定部４１に出力されている。
【０１５２】
　次に、上記の構成からなる蛍光内視鏡３０１における被検体３の観察および正常部と病
変部との判別について説明する。
　なお、ここでは、被検体３と挿入部５との相対位置関係が第１の実施形態で説明した位
置関係と同一の位置関係である場合について説明する。
　また、蛍光内視鏡３０１から励起光および照明光を被検体３に照射し、戻り光に含まれ
る蛍光について蛍光画像データが関心領域決定部３３９に入力されるまでは、第１の実施
形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１５３】
　図２７は、図２６の関心領域決定部３３９において、蛍光画像データに設定された座標
軸を説明する図である。図２８は、図２７のプロファイルＰ１１およびＰ１２における画
素の階調変化を示すグラフである。
　関心領域決定部３３９は、入力された蛍光画像データにおける画素の階調の空間的な変
化率に基づいて、関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２を決定する。
【０１５４】
　まず、関心領域決定部３３９は、図２７に示すように、蛍光画像データに対してＸ軸お
よびＹ軸を設定する。そして、関心領域決定部３３９は、Ｘ軸と略平行なプロファイルに
沿って画素の階調変化を抽出する。図２８には、所定のＹ軸の値を持つプロファイルＰ１
１およびＰ１２に沿った画素の階調変化が示されている（図２７参照。）。ここで、プロ
ファイルＰ１１は関心領域ＣＲ１１を横切るプロファイルであって、プロファイルＰ１２
は関心領域ＣＲ１２を横切るプロファイルである。また、図２８のグラフは、横軸に図２
７のＸ軸における座標をＸとしてとり、縦軸に画素における階調の値をＺとしてとってい
る。
【０１５５】
　プロファイルＰ１１は、癌ＭＴの領域である関心領域ＣＲ１１に係るプロファイルであ
っても、被検体３と挿入部５の先端面２７との距離が離れているため、図２７に示す画素
の階調は、全体的に低い値となる。一方、プロファイルＰ１２は、良性腫瘍ＢＴである関
心領域ＣＲ１２に係るプロファイルであっても、被検体３と先端面２７との距離が近いた
め、図２７に示す画素の階調は、全体的に高い値となる。
【０１５６】
　図２９は、蛍光画像データに立ち上がり位置ＵＰ１，ＵＰ２と、立ち下り位置ＤＰ１，
ＤＰ２を重ね合わせた図である。
　関心領域決定部３３９は、図２８に示すグラフを取得すると、各プロファイルＰ１１，
Ｐ１２における画素の階調変化における立ち上がり位置ＵＰ１，ＵＰ２と、立ち下り位置
ＤＰ１，ＤＰ２とを抽出する。ここで、立ち上がり位置とは、δＺ／δＸ＞０、かつ、｜
δＺ／δＸ｜＞（所定の値）の条件を満たす画素（Ｐｉｘｅｌ）が所定の画素数以上連続
する位置である。また、立ち下り位置とは、δＺ／δＸ＜０、かつ、｜δＺ／δＸ｜＜（
所定の値）の条件を満たす画素（Ｐｉｘｅｌ）が所定の画素数以上連続する位置である。
【０１５７】
　関心領域決定部３３９により抽出された立ち上がり位置ＵＰ１，ＵＰ２と、立ち下り位
置ＤＰ１，ＤＰ２とは、関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２の境界位置とされ、図２９に示すよ
うに、蛍光画像データに重ね合わされる。
【０１５８】
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　関心領域決定部３３９は、蛍光画像データが存在する全てのＹの値を有するプロファイ
ルについて上述の演算を行い、関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２の範囲を決定する。
　その後、関心領域決定部３３９は、関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２における代表画素Ｓ１
，Ｓ２を決定する。代表画素Ｓ１，Ｓ２の決定方法、および、その後の画像生成装置３０
９における演算方法は、第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１５９】
　上記の構成によれば、関心領域決定部３３９は、蛍光強度に係る階調の空間的な変化率
に基づいて関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２を決定するため、癌ＭＴの可能性がある領域を関
心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２と決定することができる。
　また、輝度の絶対値ではなくその空間的な変化率が連続して一定量続くか、ということ
を閾値としているため、局所的なノイズであって輝度の高い画素があっても、そこを関心
領域とすることはない。したがって、より正確に関心領域を抽出することができる。
【０１６０】
　関心領域決定部３３９は、蛍光画像データにおいて、プロファイルＰ１１，Ｐ１２など
に沿った蛍光強度に係る階調の変化率を求めることにより、蛍光強度に係る階調の空間的
な変化率をもとめている。蛍光強度に係る階調は正常組織Ｎと癌ＭＴとの間で異なるため
、正常組織Ｎと癌ＭＴとの境目では、蛍光強度に係る階調の変化率が高くなる。そのため
、関心領域決定部３３９は、上記変化率が高くなる場所を求めることにより、蛍光強度に
係る階調が高い領域を関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２として決定することとしてもよい。
【０１６１】
　図３０は、微分フィルタをかけた後の蛍光画像データを示す図である。
　なお、上述の実施形態のように、関心領域決定部３３９は、プロファイルごとに立ち上
がり位置および立ち下り位置を抽出して関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２の範囲を決定しても
よいし、図３０に示すように、｜δ２Ｚ／δＸδＹ｜の値を求める微分フィルタを用いて
、関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２の境界を強調することで関心領域ＣＲ１１，ＣＲ１２の範
囲を決定してもよく、特に限定するものではない。
【０１６２】
　図３１および図３２は、図２６の蛍光内視鏡におけるプロファイルの別の設定方法を説
明する図である。図３１は、図３２における被検体および挿入部の相対位置関係を説明す
る模式図である。
　なお、上述の実施形態のように関心領域決定部３３９は、所定の方向に設定されたＸ軸
と略平行にプロファイルを設定してもよいし、図３２に示すように、被検体３に入射する
励起光および照明光における入射面に対して略直交する方向に沿ってプロファイルＰ１１
´，Ｐ１２´を設定してもよく、特に限定するものではない。ここで、励起光等における
入射面とは、図３２において紙面と直交する面であって、挿入部５の中心軸線を含む面の
ことである。
【０１６３】
　また、入射面は挿入部５の傾き方向を含む面でもある。挿入部５の傾き方向とは、挿入
部５の先端が行う首振り運動の方向のことである。この首振り運動において、挿入部５の
ＵＰ方向とは、図３２においては、下向き三角のマーキングＭが配置されている方向であ
り、図３１においては、矢印の方向のことである。操作者は、図３２のマーキングＭの位
置と反射光画像とから、挿入部５の傾き方向を判断する。そして、挿入部５の傾き方向に
対して略直交する方向に沿ってプロファイルＰ１１´，Ｐ１２´を設定する。
【０１６４】
　プロファイルＰ１１´，Ｐ１２´は、励起光等における入射面に対して略直交する方向
に沿って決定されるため、被検体３との距離の影響が低減された状態で近傍領域に係る所
定距離を決定することができる。
　被検体３に入射する励起光等が出射する照明用レンズ１５から、被検体３の表面までの
距離が最も大きく変化するのは、入射面に沿う方向である。そのため、近傍領域に係る所
定距離を入射面に略直交する方向に沿って決定することにより、関心領域と、それに対応
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する近傍領域の内視鏡端面からの距離を略同一にすることができるため、被検体３までの
距離の影響を低減させることができる。
【０１６５】
〔第３の実施形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態について図３３から図３５を参照して説明する。
　本実施形態の蛍光内視鏡の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形
態とは、関心領域および近傍領域の決定方法が異なっている。よって、本実施形態におい
ては、図３３から図３５を用いて関心領域および近傍領域の決定方法の周辺のみを説明し
、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図３３は、本実施形態に係る蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素については、同一の符号を付してその説明を省
略する。
【０１６６】
　蛍光内視鏡４０１は、図３３に示すように、被検体３の体腔内に挿入される挿入部５と
、光源装置７と、画像生成装置４０９と、モニタ１１とを備えている。
【０１６７】
　画像生成装置４０９は、蛍光画像生成部３７と、領域決定部（関心領域決定手段、近傍
領域決定手段）４３９と、画像演算部４３と、画像判定部４５と、画像合成部４７と、反
射光画像生成部４９と、観察距離判定部５１と、を備えている。
【０１６８】
　領域決定部４３９は、蛍光内視鏡４０１の操作者から入力される指示に基づき、関心領
域および近傍領域を決定するものである。領域決定部４３９には、蛍光画像生成部３７か
ら蛍光画像データが入力されている。また、領域決定部４３９からは、関心領域および近
傍領域に係るデータおよび蛍光画像データが画像演算部４３に出力されている。
【０１６９】
　次に、上記の構成からなる蛍光内視鏡４０１における被検体３の観察および正常部と病
変部との判別について説明する。
　なお、ここでは、被検体３と挿入部５との相対位置関係が第１の実施形態で説明した位
置関係と同一の位置関係である場合について説明する。
【０１７０】
　また、蛍光内視鏡４０１から励起光および照明光を被検体３に照射し、戻り光に含まれ
る蛍光について蛍光画像データが領域決定部４３９に入力されるまでは、第１の実施形態
と同様であるので、その説明を省略する。
【０１７１】
　図３４は、図３３の領域決定部により関心領域および近傍領域を選択する一例を示す模
式図である。
　領域決定部４３９に蛍光画像データが入力されると、蛍光画像データはモニタ１１によ
り蛍光画像として表示される。蛍光内視鏡４０１の操作者は、表示された蛍光画像上にお
いてマウスポインタなどのポインティングデバイスを用いながら関心領域と近傍領域とを
選択する。例えば、操作者は、図３４に示すように、蛍光画像上で関心領域ＣＲ３１と、
隣接する近傍領域ＮＲ３１とを選択して、領域決定部４３９に入力する。
【０１７２】
　領域決定部４３９は、入力された関心領域ＣＲ３１および近傍領域ＮＲ３１に係るデー
タと、蛍光画像データとを画像演算部４３に出力する。以後の画像生成装置４０９におけ
る演算方法は、第１の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
【０１７３】
　図３５は、図３３の領域決定部により関心領域および近傍領域を選択する別の例を示す
模式図である。
　一方、操作者が、図３５に示すように、蛍光画像上で関心領域ＣＲ３２と、隣接する近
傍領域ＮＲ３２とを選択して領域決定部４３９に入力すると、領域決定部４３９は、入力
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された関心領域ＣＲ３２および近傍領域ＮＲ３２に係るデータと、蛍光画像データとを画
像演算部４３に出力する。以後の画像生成装置４０９における演算方法は、第１の実施形
態と同様であるので、説明を省略する。
　手動で行うことにより、自動判別では困難である極めて複雑な画像が得られたときでも
、確実に関心領域と近傍領域を抽出できる。
【０１７４】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、本発明を、上述の各実施形態を部分的に組み合わせた実施形態に適用すること
ができるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
【図２】被検体と挿入部との相対位置関係を説明する模式図である。
【図３】図１の蛍光画像生成部により生成される蛍光画像データに係る画像を示す図であ
る。
【図４】図１の関心領域決定部により決定された関心領域を示す図である。
【図５】図１の関心領域決定部における各関心領域の最大階調の抽出を示す図である。
【図６】表１の正常組織、良性腫瘍、癌における表示される階調の範囲を示すグラフであ
る。
【図７】図１の近傍領域決定部におけるプロファイルの設定を説明する図である。
【図８】図７のプロファイルＰ１上の各画素の階調の分布を示すグラフである。
【図９】図７のプロファイルＰ２上の各画素の階調の分布を示すグラフである。
【図１０】図１の近傍領域決定部により決定された近傍領域と関心領域との位置関係を示
す図である。
【図１１】図１の画像演算部において生成された修正画像データに係る画像を示す図であ
る。
【図１２】図１の観察距離判定部におけるＦＦＴ処理結果を示すグラフである。
【図１３】図７のプロファイルＰ１上の各画素の階調の分布を示す別のグラフである。
【図１４】図７のプロファイルＰ２上の各画素の階調の分布を示す別のグラフである。
【図１５】図１の近傍領域決定部により設定された別のプロファイルを説明する図である
。
【図１６】図１の近傍領域決定部により設定された更に別のプロファイルを説明する図で
ある。
【図１７】図１５のプロファイルＰ３上の各画素の階調の分布を示すグラフである。
【図１８】図１６のプロファイルＰ３´上の各画素の階調の分布を示すグラフである。
【図１９】本発明の第１の実施形態の第１変形例における蛍光内視鏡の構成を説明する概
略図である。
【図２０】図１９の観察距離判定部において解析された反射光画像データにおける階調の
度数分布の一例を示すグラフである。
【図２１】図１９の観察距離判定部において解析された反射光画像データにおける階調の
度数分布の別の例を示すグラフである。
【図２２】本発明の第１の実施形態の第２変形例における蛍光内視鏡の構成を説明する概
略図である。
【図２３】本変形例における被検体と挿入部との相対位置関係の一例を示す模式図である
。
【図２４】本変形例における被検体と挿入部との相対位置関係の別の例を示す模式図であ
る。
【図２５】図２２の先端突起部の別の構成例を示す模式図である。
【図２６】本発明の第２の実施形態に係る蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
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【図２７】図２６の関心領域決定部において、蛍光画像データに設定された座標軸を説明
する図である。
【図２８】図２７のプロファイルにおける画素の階調変化を示すグラフである。
【図２９】蛍光画像データに立ち上がり位置と、立ち下り位置を重ね合わせた図である。
【図３０】微分フィルタをかけた後の蛍光画像データを示す図である。
【図３１】図２６の蛍光内視鏡におけるプロファイルの別の設定方法を説明する図である
。
【図３２】図３１における被検体および挿入部の相対位置関係を説明する模式図である。
【図３３】本発明の第３の実施形態に係る蛍光内視鏡の構成を説明する概略図である。
【図３４】図３３の領域決定部により関心領域および近傍領域を選択する一例を示す模式
図である。
【図３５】図３３の領域決定部により関心領域および近傍領域を選択する別の例を示す模
式図である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１，１０１，２０１，３０１　蛍光内視鏡
　３　被検体
　５，２０５　挿入部
　７　光源装置（光源）
　１１　モニタ（画像表示手段）
　１３　ライトガイド（光伝達手段）
　２３　蛍光撮像部（蛍光撮像手段）
　２５　反射光撮像部（反射光撮像手段）
　３７　蛍光画像生成部（蛍光画像生成手段）
　３９，３３９　関心領域決定部（関心領域決定手段、関心領域代表値算出手段）
　４１　近傍領域決定部（近傍領域決定手段、近傍領域代表値算出手段）
　４３　画像演算部（画像演算手段）
　４５　画像判定部（画像判定手段）
　４７，２４７　画像合成部（画像合成手段）
　４９，２４９　反射光画像生成部（反射光画像生成手段）
　４３９　領域決定部（関心領域決定手段、近傍領域決定手段）
　　関心領域ＣＲ１，ＣＲ２，ＣＲ３，ＣＲ４，ＣＲ１１，ＣＲ１２，ＣＲ３１，ＣＲ３
２
　　近傍領域ＮＲ１，ＮＲ２，ＮＲ３１，ＮＲ３２
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摘要(译)

通过减少被检体的距离的影响，以提供一种能够正常区域和病变之间容
易辨别荧光内窥镜和荧光测量方法A。 荧光成像单元，捕获从对象3产生
的返回光中包括的荧光;以及数据获取单元，其获取由荧光成像单元获取
的荧光数据， ，感兴趣区域确定装置39，用于基于荧光图像数据确定与
周围区域相比具有更高荧光强度的感兴趣区域，图像计算装置，用于基
于与感兴趣区域中的荧光强度相关的灰度和与相邻区域中的荧光强度相
关的灰度之间的比率来产生校正图像数据; 43设置在中心附近。 点域1
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